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国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則に定める短時間勤務 
特定職員の取扱いについて 

 
 
標記のことについて、国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則（以下「就業規

則」という。）第２２条第４項に定める短時間勤務特定職員（以下「短時間勤務特定職員」
という。）の取扱いについて、令和６年４月１日以降、下記のとおり取扱いを変更しますの
で、遺漏のないようお取り計らい願います。 
これに伴い、令和４年８月３１日付け「国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規

則に係る一部改正に伴う短時間勤務特定職員の取扱いについて」は廃止します。 
 
 

記 
 
１．短時間勤務特定職員の概要 
・特定職員について、大学が認めた場合は、所定勤務時間を１週間（日曜日から土曜日ま
でとする。以下同じ。)につき３８時間４５分未満とすることができる。 

・短時間勤務特定職員の俸給月額は、その者の所定勤務時間を１週間につき３８時間４５
分とした場合における俸給月額に、その者の１週間当たりの勤務時間を３８.７５で除し
て得た数を乗じて得た額（１円未満切捨て）とする。 
・週５日未満勤務の短時間勤務特定職員について、年次休暇等は勤務日数に応じて比例付
与する。 

 
２．短時間勤務に係る手続き 
・就業規則第２２条第４項の規定により、特定職員の所定勤務時間を１週間につき３８時
間４５分未満とする場合は、開始日の１ヶ月前までに、別紙１「特定職員の短時間勤務
について」を人事部に提出するものとする。なお、１週間の所定勤務時間を再度変更す



る場合（短時間勤務をフルタイム勤務に変更する場合を含む。）についても同様とする。 
 

３．短時間勤務特定職員の勤務時間の取扱い 
・短時間勤務特定職員の勤務時間の取扱いについては、以下のとおりとする。 
（１）１週間の所定勤務日数は１日以上５日以下とする。 
（２）勤務時間は曜日ごとに固定とし、原則１時間単位で設定する。なお、１日の勤務時

間を７時間４５分とすることができる。ただし、就業規則第２４条の規定により、
国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成１６年達示第
８３号。以下「勤務時間等規程」という。）第１１条が準用され、短時間勤務特定
職員であっても土曜日及び日曜日は週休日となることから、土曜日及び日曜日に
勤務時間を設定することはできない（週休日の振替や１箇月単位の変形労働、超過
勤務命令等により、個別に対応することは可）。 

（３）いずれかの曜日の勤務時間を７時間４５分とした者について、１週間の勤務時間を
１時間単位の時間とする場合に限り、他の曜日の勤務時間を１５分単位とするこ
とができる。 

（４）１日の勤務時間が６時間を超える場合は少なくとも４５分、８時間を超える場合は
少なくとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に設定する。なお、特別な事情があ
る場合を除き、２時間を超える休憩時間は原則として設定しないこととする。 

（５）所定勤務時間については、月単位での変更のみ可（１週間の所定勤務時間を変更せ
ず、勤務日数や勤務曜日のみを変更する場合も含む。以下同じ。）とし、月途中で
の変更は不可とする。 
なお、特定職員側が希望し、所定勤務時間を減少する必要が生じた場合は、別紙２
「同意書」を人事部に提出するものとする。 


